
※お問い合わせ先 
　住民税務課税務Ｇ　☎６６２‐２１１２

納期限  ２月 28 日（金）
●固定資産税　　　　　　　４期
●国民健康保険税　　　　　８期
●介護保険料　　　　　　　８期
●後期高齢者医療保険料　　  ８期

※お問い合わせ先
建設課下水道管財Ｇ  ☎６６２‐２１１５

●公共下水道受益者負担金  　   ３期
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児
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２
月
10
日
（
月
）
に
、
児
童
手
当
（
平
成

25
年
10
月
～
平
成
26
年
１
月
分
）
を
指
定
口

座
に
振
り
込
み
ま
す
。

※
受
給
者
が
他
市
町
に
転
出
す
る
場
合
、
ま

た
は
児
童
と
生
計
を
同
じ
く
し
な
く
な
っ

た
場
合
は
、
至
急
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

【
事
業
主
・
農
業
経
営
者
の
皆
さ
ん
へ
。
固
定
資

産
税
「
償
却
資
産
」
の
申
告
を
お
忘
れ
な
く
！
】

　
１
月
１
日
現
在
で
町
内
に
償
却
資
産
（
農

業
用
の
機
械
や
、
会
社
や
工
場
、
商
店
な
ど

で
事
業
用
に
使
う
機
械
や
器
具
、
備
品
等
の

有
形
固
定
資
産
）
を
所
有
し
て
い
る
個
人
ま

た
は
法
人
は
、
そ
の
取
得
価
額
等
に
つ
い
て

申
告
す
る
義
務
が
あ
り
ま
す
（
自
動
車
税
お

よ
び
軽
自
動
車
税
の
対
象
車
両
は
除
く
）。

　
申
告
期
間
を
過
ぎ
て
お
り
ま
す
。
ま
だ
お

済
み
で
な
い
方
は
至
急
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

※
申
告
書
が
送
付
さ
れ
て
い
る
方
で
、
資
産

に
増
減
が
な
い
場
合
で
も
、
必
ず
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
申
告
書
の
送
付
が

な
い
方
で
も
、
償
却
資
産
を
町
内
に
所
有

し
て
い
る
方
は
申
告
が
必
要
で
す
。

※
申
告
用
紙
は
住
民
税
務
課
に
準
備
し
て
あ

り
ま
す
。

　
町
で
は
、
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い

る
方
で
、
特
定
健
診
受
診
の
結
果
、
該
当
し

た
方
に
文
書
で
「
特
定
保
健
指
導
」
の
ご
案

内
を
し
て
い
ま
す
。

　
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
等
の
予
防

に
は
、
生
活
習
慣
の
改
善
が
大
切
で
す
。
案

内
さ
れ
た
日
に
参
加
で
き
な
か
っ
た
方
に
つ

い
て
は
、
電
話
で
次
回
開
催
の
ご
案
内
を
し

て
お
り
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
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税
に
関
す
る
お
知
ら
せ

※
お
問
い
合
わ
せ
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民
税
務
課
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務
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【
山
形
税
務
署
か
ら
申
告
会
場
の
お
知
ら
せ
】

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　
　
山
形
税
務
署（
☎
６
２
２
‐
１
６
１
１
）

　
今
年
も
申
告
書
作
成
会
場
は
山
形
駅
西
口

「
山
形
テ
ル
サ
」で
す（
税
務
署
に
は
申
告
書

作
成
会
場
を
設
置
し
て
い
ま
せ
ん
）。申
告

所
得
税（
譲
渡
所
得
を
含
む
）・
個
人
事
業
者

の
消
費
税
･
贈
与
税
の
申
告
が
必
要
な
方
、

所
得
税
の
還
付
を
受
け
る
方
が
対
象
で
す
。

※
東
日
本
大
震
災
で
避
難
さ
れ
て
い
る
方
も

相
談
で
き
ま
す
。

●
開
設
期
間　

２
月
６
日（
木
）～
３
月
１7

日（
月
）　
※
土・日・祝
日
は
休
み
で
す
が
、

２
月
23
日（
日
）、３
月
２
日（
日
）に
限
り

開
設
し
ま
す
。

●
開
設
時
間　
午
前
９
時
～
午
後
４
時

◆
山
形
駅
西
口
駅
前
広
場
内
に
無
料
駐
車
場

を
用
意
し
て
い
ま
す
。た
だ
し
、駐
車
可

能
台
数
に
限
り
が
あ
る
の
で
、公
共
交
通

機
関
等
の
ご
利
用
を
お
願
い
し
ま
す
。

◆
事
業
所
得
等
を
生
ず
べ
き
業
務
を
行
っ
て

い
る
す
べ
て
の
方
に
、平
成
26
年
１
月
以

降
、記
帳
の
義
務
お
よ
び
帳
簿・書
類
の
保

存
の
義
務
が
適
用
さ
れ
ま
す
。開
設
期
間

中
、記
帳
に
関
す
る
ご
相
談
を
青
色
申
告

コ
ー
ナ
ー
で
お
受
け
し
ま
す
。

1 26.2.1 ※本文中の「Ｇ」は「グループ」を省略したものです。



スポーツ振興基金による表彰申請を受付けますスポーツ振興基金による表彰申請を受付けます

　競技成績が優秀な方やスポーツの普及と振興に功労のあった方などを表彰審査委員会が決定し、
町長が表彰します（自己または他者推薦による申請に基づき審査）。

「中山町スポーツ振興基金」表彰規程

＊１「全国大会」   …①国民体育大会　②全日本選手権大会　③全国高等学校体育大会
　　　　　　　　　  ④小・中学校の各種全国大会　⑤①～④と同等の競技大会
＊２「優秀な成績」…下記の全国大会につながる大会
　　　　　　　　　　①県大会優勝者（団体）、東北大会３位以内の方（団体）　
                    　　　　②県新記録（県タイ記録）の樹立者（団体）

●対　　象　平成25年３月～26年１月末までのスポーツ活動
●申請方法　申請書を記入の上、総合体育館に提出してください（申請書は体育館にあります）。
●申請締切　２月16日（日）午後５時

【功労賞】
　スポーツの普及と振興に多大な功績をあげ、その功労が顕著な方
　①学識経験者として町のスポーツ振興に特に貢献のあった方
　②20年以上同一団体で活躍し、幹部として多大な功労があった方　
　③本人の指導・育成により、全国大会において３回以上入賞させた方　
　④地区住民のスポーツ振興に特に貢献のあった方
【感謝状】
　スポーツの普及と振興に物心両面にわたって多大な功績があった方

※お問い合わせ先　教育課生涯学習Ｇ　☎６６２‐２２８９

「ねたきり老人等」「重度障がい者」介護者激励金の支給について
　ねたきり老人等および重度障がい者を在宅で６か月以上継続して介護されているご家族に激励金を支
給します。（過去１年間において、在宅で通算して６か月以上介護しており、かつ、介護を受けている
方の入院（短期入所）等が３か月を超えない場合）

※お問い合わせ先　健康福祉課福祉Ｇ　☎６６２‐２６７３

●支 給 額
●手 続 き

●申請締切

【ねたきり老人等（65歳以上）の介護者】

【重度障がい者（20歳以上65歳未満）の介護者】

●対 象 者

※ただし、生活保護の被保護世帯に属する方、今年度すでに激励金を受けられた方は対象になりません。

年額５万円
各地区の民生委員を通じて健康福祉課まで申請してください。
民生委員の連絡先や激励金の詳細については下記へお問い合わせください。
２月21日（金）

【殊勲賞】　
　町内に居住する方、または大学に在学する町出身者で、県大会に優勝した方。または東北大会
および全国大会（＊１）において優秀な成績（＊２）をおさめた方

次の全てに該当する方を介護している方
１．要介護４～５または障がい程度区分５～６（注）と認定されてから６か月以上その状態が継続している方
２．寝たきりまたは認知症の方で一定の介助を要する方
 （注）障がい程度区分については、身体障がい者手帳の等級とは異なり、認定調査や医師意見書に基づき障がい
　　程度区分判定審査会において認定された区分となります。

次の全てに該当する方を介護している方
１．要介護４～５または障がい程度区分５～６（注）と認定されてから６か月以上その状態が継続している方
２．身体障がい者手帳１～２級、療育手帳Ａランクまたは精神障がい者保健福祉手帳１級を所持している方
３．次の10項目のうち６項目以上が全介助の方
　・歩行　・移乗　・洗身　・食事摂取　・飲水　・排尿　・排便　・上衣着脱　・ズボン着脱　・移動
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国民健康保険の加入 ・    脱退手続きをお忘れなく！
●国民健康保険に加入するとき

※届出先・お問い合わせ先  住民税務課住民Ｇ（役場１階③番窓口）  ☎６６２‐２１１３

※お問い合わせ先　健康福祉課福祉Ｇ　☎６６２‐２６７３

簡易な給付措置を装った「振込み詐欺」等にご注意ください！

救急電話相談のご案内
　救急の場合を除き、平日の診療時間内に受診しましょう。
　夜間に受診するか迷った時は「救急電話相談」（午後７時～10時）をご利用ください。
【小児救急電話相談】（15歳未満対象）
　県内プッシュ回線・携帯電話から ： ♯８０００
　ダイヤル回線・ＩＰ電話・ＰＨＳから：０２３‐６３３‐０２９９
【大人の救急電話相談】（15歳以上対象）
　県内プッシュ回線・携帯電話から ： ♯８５００
　ダイヤル回線・ＩＰ電話・ＰＨＳから：０２３‐６３３‐０７９９
24時間健康・医療相談サービスのご案内

　医師・看護師などが24時間・年中無休体制でご相談に応じ、わかりやすくアドバイスします。
　電話がつながったら、名前・年齢や場合によっては住所を告げてご利用ください。なお、非通知
の電話からの相談は受けることができませんのでご注意ください。
　24時間健康・医療相談サービス（通話料・相談料無料）：０１２０‐０２３‐６６０

☆昨年10月１日に閣議決定された「簡易な給付措置（臨時福祉交付金）」については、具体的なことが決まっておら
ず、まだ町民の皆様にご連絡する段階ではありません。詳細が決まり次第、お知らせします。

厚生労働省からは、次のような注意喚起がなされています。　
昨年10月１日に閣議決定された「簡易な給付措置（臨時福祉交付金）」について、
・町や厚生労働省などがATM（銀行・コンビニなどの現金自動支払機）の操作をお願いすることは絶対にありませ
ん。 

・ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことはできません。
・市町村や厚生労働省などが、「簡素な給付措置（臨時福祉給付金）」の給付のために、手数料などの振込みを求める
ことは絶対にありません。

・現時点で、市町村や厚生労働省などが住民の皆様の世帯構成や銀行口座の番号などの個人情報を照会することは、絶
対にありません。

※詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。
　☆ご自宅や職場などに市町村や厚生労働省（の職員）などをかたった電話がかかってきたり、郵便が届いたりしたら、
迷わず、役場、消費生活センター、最寄りの警察署または警察相談専用電話（＃９１１０）にご連絡ください。

　退職等によって社会保険等の医療保険を脱退したときは、無保険状態とならないよう、町（住所地）
の国民健康保険に加入する必要があります（任意継続社会保険に加入した場合や、切れ目なくご家族
の社会保険の被扶養者になった場合を除く）。
　国民健康保険の加入届出は、社会保険等を脱退した日から14日以内にお願いします。
　＜届出に必要なもの＞・社会保険資格喪失連絡票（退職した事業所で発行）・世帯主の印かん
　　　　　　　　　　　・厚生年金等証書（厚生年金等受給資格がある60～64歳の方のみ）
　◆国民健康保険の加入届出が遅れた場合であっても、社会保険等を脱退した日に遡っての加入とな
　　ります。過去分の国民健康保険税が一度に課せられることになりますので、期限内の届出を忘れ
　　ないよう、ご注意ください。
●国民健康保険から脱退するとき
　町の国民健康保険に加入していた方が、就労や被扶養者認定で社会保険等に加入した場合、国民健
康保険の脱退手続きが必要となります（お勤め先等がこの手続きを行うことはありません）。
　社会保険等の新しい保険証がお手元に届いたら、14日以内に国民健康保険の脱退手続きをお願いし
ます。
　＜届出に必要なもの＞・社会保険等の保険証　・国保の保険証　・世帯主の印かん
　◆国保脱退の届出を忘れると、支払う必要のない国民健康保険税が世帯主に課税され続け、医療保
　　険料の二重払い状態になります（手続き後に精算）。
　◆国保加入者が75歳になったことにより後期高齢者医療に加入した場合は、国保脱退の届出は必要
　　ありません。
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中山町生活交通ネットワーク計画（素案）に対する
パブリックコメントを実施します

●意見の提出方法
　持参、郵送、電子メール、ファックス
●意見の募集期間
　２月７日（金）～26日（水）※郵送は消印有効
●計画素案の公表方法
 ①町ホームページへの掲載
 ②次の各施設での閲覧
（役場１階総合窓口、保健福祉センター窓口、中央公
 民館窓口、なかやま保育園、町立図書館ほんわ館）

※提出・お問い合わせ先  
総務企画課企画財政Ｇ
〒９９０‐０４９２　中山町大字長崎１２０
☎６６２‐４２７１　FAX ６６２‐５１７６
mail kikaku@town.nakayama.yamagata.jp

　より効率的で利便性の高い地域公共交通ネッ
トワークの構築を目指し、『中山町生活交通ネッ
トワーク計画』の策定を進めています。
　策定に当たっては、町営バス利用者からのア
ンケートや運行事業者からのヒアリングなどを
実施しながら、中山町地域公共交通会議におい
て検討を行い、このたび計画（素案）としてまと
めましたので、町民の皆様からのご意見を募集
します。
※このパブリック・コメントは中山町パブリック・
　コメント手続実施要綱に基づいて行うものです。

●

●

● 

募
集
・
案
内 

●
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６
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４
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※
お
申
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
健
康
福
祉
課
健
康
づ
く
り
Ｇ

　
　
　
　
　
　
　
☎
６
６
２
‐
２
８
３
６

母
子
保
健
推
進
員
募
集

※
お
申
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
健
康
福
祉
課
健
康
づ
く
り
Ｇ

　
　
　
　
　
　
　
☎
６
６
２
‐
２
８
３
６

●
募
集
人
員　
若
干
名

●
雇
用
期
間　
平
成
26
年
４
月
～
28
年
３
月

●
勤
務
日
数　
月
平
均
５
日
程
度

●
応
募
要
件　
保
健
師
、
助
産
師
ま
た
は
看

護
師
（
准
看
護
師
）
の
資
格
を
有
す
る
65

歳
ま
で
の
方

●
内
容　
妊
婦
・
乳
幼
児
の
家
庭
訪
問
、
健

康
診
査
業
務
等

●
応
募
方
法　
３
月
４
日
（
火
）
ま
で
電
話

ま
た
は
お
越
し
の
上
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

※
業
務
内
容
・
賃
金
等
詳
細
に
つ
い
て
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
保
育
業
務
】

●
募
集
人
員　
若
干
名

●
雇
用
期
間　
平
成
26
年
４
月
１
日
～
27
年

３
月
31
日

●
勤
務
時
間
（
①
ま
た
は
②
の
い
ず
れ
か
）

　
①
平
日
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

　
②
平
日
午
前
９
時
～
午
後
３
時

※
た
だ
し
、
月
１
回
、
土
曜
日
ま
た
は
日

曜
日
に
休
日
開
所
日
が
あ
り
、
こ
の
場
合
、

次
の
月
曜
日
が
休
み
に
な
り
ま
す
。

●
給
与
等　
町
社
会
福
祉
協
議
会
の
臨
時
職

員
給
与
日
額
に
よ
り
ま
す
。
勤
務
時
間
①

に
つ
い
て
は
健
康
保
険
、
雇
用
保
険
、
厚

生
年
金
等
に
、
勤
務
時
間
②
に
つ
い
て
は

雇
用
保
険
に
加
入
し
ま
す
。

●
応
募
要
件　
保
育
士
、
幼
稚
園
教
諭
、
保

健
師
、
看
護
師
の
い
ず
れ
か
の
資
格
を
有

す
る
方

●
応
募
方
法　
市
販
の
履
歴
書
に
必
要
事
項

を
記
入
し
、
２
月
１8
日
（
火
）
正
午
ま
で

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

●
選
考
方
法　
書
類
審
査
お
よ
び
面
接
の
上

採
用
を
決
定
し
ま
す
。
面
接
は
２
月
1９
日

（
水
）
に
実
施
し
ま
す
。

※
結
果
は
本
人
に
郵
送
で
通
知
し
ま
す
。

町
社
会
福
祉
協
議
会　
　

　
　
　
臨
時
職
員
募
集

※
お
申
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
町
社
会
福
祉
協
議
会（
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
内
）

　
　
　
　
　
　
　
☎
６
６
２
‐
４
３
６
１

【
豊
田
地
区
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
「
た
か
と

り
ク
ラ
ブ
」
臨
時
指
導
員
お
よ
び
代
替
臨
時

指
導
員
募
集
】

●
募
集
人
数　
▼
臨
時
指
導
員
…
１
名　
▼

代
替
臨
時
指
導
員
…
若
干
名

●
雇
用
期
間　
▼
臨
時
指
導
員
…
平
成
26
年

４
月
１
日
～
27
年
３
月
31
日　
▼
代
替
臨

時
指
導
員
…
平
成
26
年
度
中
必
要
と
す
る

期
間

●
勤
務
時
間　
▼
臨
時
指
導
員
…
平
日
午
後

２
時
～
７
時
（
豊
田
小
学
校
の
下
校
時
間

に
合
わ
せ
た
勤
務
時
間
帯
の
変
更
あ
り
）

／
土
曜
日
午
前
８
時
30
分
～
午
後
４
時
30

分
（
長
期
休
暇
期
間
中
と
小
学
校
の
振
替

休
業
日
は
午
前
10
時
～
午
後
７
時
）　

▼

代
替
臨
時
指
導
員
…
必
要
と
す
る
と
き

●
給
与
等　

町
社
会
福
祉
協
議
会
の
臨
時

職
員
給
与
日
額
に
よ
り
ま
す
。
そ
の
ほ
か
、

臨
時
指
導
員
に
つ
い
て
は
健
康
保
険
、
雇

用
保
険
、
厚
生
年
金
等
に
加
入
し
ま
す
。

●
応
募
要
件　
資
格
の
有
無
不
問
。
た
だ
し

小
学
校
教
諭
、
保
育
士
、
幼
稚
園
教
諭
の

い
ず
れ
か
の
資
格
を
有
す
る
こ
と
が
望
ま

し
い
。

●
応
募
方
法　
市
販
の
履
歴
書
に
必
要
事
項

を
記
入
し
、
２
月
１8
日
（
火
）
正
午
ま
で

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

●
選
考
方
法　
書
類
審
査
お
よ
び
面
接
の
上

採
用
を
決
定
し
ま
す
。
面
接
は
２
月
1９
日

（
水
）
に
実
施
し
ま
す
。

※
結
果
は
本
人
に
郵
送
で
通
知
し
ま
す
。
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●

●

●
そ
の
他
団
体
等
の
お
知
ら
せ
●
●
●

①
お
問
い
合
わ
せ
先
　
②
と
き

③
と
こ
ろ
　
④
内
容
　
⑤
対
象
・
定
員

⑥
費
用
　
⑦
申
込
方
法
　
⑧
そ
の
他

☆
ま
ん
だ
ら
の
里 

雪
の
芸
術
祭（
山
辺
町
）

　

①
作
谷
沢
公
民
館
（
☎
６
６
６
‐

２
１
２
１
）　
②
２
月
８
日
（
土
）　
③
作

谷
沢
ふ
れ
あ
い
自
然
館
と
そ
の
周
辺　
④

雪
の
オ
ブ
ジ
ェ
や
炎
に
囲
ま
れ
る
幻
想
的

な
祭
り
。

☆
や
ま
の
べ
雛
街
道（
山
辺
町
）

　

①
山
辺
町
ふ
る
さ
と
資
料
館（
☎
６
６
４

‐
５
０
３
３
）　
②
２
月
９
日（
日
）～
３

月
3１
日（
月
）　
③
山
辺
町
ふ
る
さ
と
資
料

館
と
そ
の
周
辺　
④
各
種
雛
人
形
の
展
示

【
県
高
齢
者
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー
の
ご
案
内
】

　
①
山
形
県
高
齢
者
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー

〔
山
形
市
小
白
川
２
丁
目
３
‐
30
（
☎

６
２
２
‐
６
５
１
１
）〕　
②
・
④
▼
認
知

症
専
門
の
相
談　

毎
週
火
・
金
曜
日
の

午
後
１
時
30
分
～
４
時　

▼
シ
ル
バ
ー

１
１
０
番　
弁
護
士
に
よ
る
法
律
相
談
…

毎
週
月
曜
日
の
午
後
１
時
30
分
～
４
時
／

税
理
士
に
よ
る
税
金
相
談
…
偶
数
月
第
１

水
曜
日
の
午
後
１
時
30
分
～
４
時　
▼
相

談
対
応
…
月
曜
日
～
金
曜
日
の
午
前
９
時

～
午
後
５
時　
※
い
ず
れ
も
祝
日
を
除
く

⑥
無
料　
⑧
予
約
が
必
要
で
す
。

【
近
隣
市
町
の
イ
ベ
ン
ト
耳
よ
り
情
報
】

☆
蔵
王
樹
氷
ま
つ
り
２
０
１
４
雪
と
炎
の
饗
宴（
山
形
市
）

　

①
蔵
王
温
泉
観
光
協
会
案
内
所（
☎

６
９
４
‐
９
３
２
８
）　

②
２
月
１
日

（
土
）午
後
７
時
30
分
～
８
時
30
分　

③

蔵
王
温
泉
ス
キ
ー
場
上
の
台
ゲ
レ
ン
デ

「
ジ
ュ
ピ
ア
」前
特
設
会
場　
④
蔵
王
天
狗

に
よ
る
幻
想
的
な
松
明
滑
走
、ス
キ
ー
・

ス
ノ
ー
ボ
ー
ド
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
に
よ

る
華
麗
な
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
、ゆ

る
キ
ャ
ラ
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
、雪
上
花
火

大
会
等
。

☆
上
山
市
民
俗
行
事
加か
せ
ど
り

勢
鳥（
上
山
市
）

　

①
上
山
市
観
光
物
産
協
会（
☎
６
７
２
‐

０
８
３
９
）　
②
２
月
１１
日（
火・祝
）午
前

１0
時
～
午
後
３
時
30
分　
③
上
山
城
～
市

内（
中
心
市
街
地
や
温
泉
街
を
練
り
歩
き

ま
す
）　
④
江
戸
時
代
初
期
か
ら
伝
わ
る
、

蓑み
の

を
被
っ
た
若
者
に
祝
い
の
水
を
か
け
、

五
穀
豊
穣
と
商
売
繁
盛
を
祈
る
民
俗
行
事
。

☆
樹
氷
原・和
か
ん
じ
き
ト
レ
ッ
キ
ン
グ（
上
山
市
）

　

①
蔵
王
ラ
イ
ザ
ワ
ー
ル
ド（
☎
６
７
９
‐

２
３
１
１
）　
②
２
月
１
日（
土
）～
３
月

２
日（
日
）午
前
１0
時
集
合　
③
蔵
王
ラ
イ

ザ
レ
ス
ト
ラ
ン
内
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

【
自
衛
隊
幹
部
候
補
生
募
集
】

　
①
自
衛
隊
山
形
募
集
案
内
所
（
☎
６
３
２

‐
８
９
７
６
）　
②
・
④
募
集
種
目
、
受

付
期
間
、
応
募
資
格
、
試
験
日
程
順
に
記

載　

▼
一
般
幹
部
候
補
生
、
２
月
１
日

（
土
）
～
４
月
25
日
（
金
）、
22
歳
以
上
26

歳
以
下
の
者
、
５
月
10
日
（
土
）　

▼
予

備
自
衛
官
補
（
一
般
・
技
能
）、
１
月
８

日
（
水
）
～
４
月
２
日
（
水
）、
一
般
…

18
歳
以
上
3４
歳
未
満
の
者
／
技
能
…
18
歳

以
上
で
国
家
資
格
等
を
有
す
る
者
、
４
月

11
日
（
金
）
～
15
日
（
火
）
の
い
ず
れ
か

１
日　

⑧
採
用
説
明
会
を
実
施
し
ま
す
。

▼
日
時
…
３
月
１
日
（
土
）
午
前
10
時
～

午
後
１
時　
▼
山
形
会
場
…
自
衛
隊
山
形

募
集
案
内
所
、
寒
河
江
会
場
…
フ
ロ
ー
ラ

Ｓ
Ａ
Ｇ
Ａ
Ｅ　
４
０
１
教
養
文
化
室

【
最
終
処
分
場
の
増
設
計
画
に
伴
う
環
境
影

響
評
価
準
備
書
の
縦
覧
等
に
つ
い
て
】

　
大
字
土
橋
字
鬼
ケ
沢
地
内
に
あ
る
廃
棄
物

最
終
処
分
場
の
増
設
計
画
に
つ
い
て
、
山

形
県
環
境
影
響
評
価
条
例
の
規
定
に
基
づ

き
、
環
境
影
響
評
価
準
備
書
の
縦
覧
お
よ

び
説
明
会
が
行
わ
れ
ま
す
。

　
①
株
式
会
社
キ
ヨ
ス
ミ
産
研
（
☎
６
４
６

‐
７
３
０
６
）　
▼
準
備
書
縦
覧
…
②
２

月
１4
日（
金
）
～
３
月
１7
日（
月
）
た
だ
し
、

土
・
日
曜
日
お
よ
び
祝
日
は
除
く
。　
③

役
場
住
民
税
務
課
／
株
式
会
社
キ
ヨ
ス
ミ

産
研
会
議
室
（
山
形
市
鋳
物
町
３
）　

▼

説
明
会
…
②
２
月
22
日
（
土
）
午
前
１0
時

前
集
合　

④
標
高
１
０
０
０
ｍ
蔵
王
高

原
坊
平
の
神
秘
的
な
雪
原
を
歩
く　

⑥

３
３
０
０
円
／
人　
⑧
ス
キ
ー
ウ
ェ
ア
と

同
程
度
の
服
装
、帽
子
、手
袋
、長
靴
ま
た

は
ハ
イ
カ
ッ
ト
の
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
シ
ュ
ー

ズ
を
着
用
し
て
く
だ
さ
い
。

【
町
営
バ
ス
・
園
児
バ
ス
運
転
手
募
集
】

●
募
集
人
員　
１
名

●
勤
務
時
間　
午
前
７
時
55
分
～
午
後
４
時
４6
分

●
給
与
等　
当
社
規
定
に
よ
り
支
給

●
応
募
要
件　
町
内
在
住
で
大
型
二
種
ま
た

は
大
型
免
許
を
お
持
ち
の
方（
講
習
あ
り
）

●
応
募
方
法　
２
月
１
日（
土
）～
28
日（
金
）

ま
で
、市
販
の
履
歴
書（
家
族
欄
が
あ
り
、

写
真
付
き
の
も
の
）に
必
要
事
項
を
記
入

の
上
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

●
選
考
方
法　
書
類
審
査
お
よ
び
面
接
試
験

（
面
接
日
程
は
後
日
お
知
ら
せ
し
ま
す
）。

※
採
用
は
４
月
１
日
か
ら
と
な
り
ま
す
。

【
中
山
町
情
報・物
産
館
ス
タ
ッ
フ（
店
長
候
補
）募
集
】

●
募
集
人
員　
１
名

●
勤
務
時
間　
８
時
間
／
日（
週
休
２
日
、シ

フ
ト
制
）

●
給
与
等　
当
社
規
定
に
よ
り
支
給

●
応
募
要
件　
町
内
在
住
で
普
通
自
動
車
免

許
を
お
持
ち
の
方

●
応
募
方
法
　
２
月
１
日（
土
）～
１4
日（
金
）

ま
で
、市
販
の
履
歴
書（
家
族
欄
が
あ
り
、

写
真
付
き
の
も
の
）に
必
要
事
項
を
記
入

の
上
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

●
選
考
方
法　
書
類
審
査
お
よ
び
面
接
試
験

（
面
接
日
程
は
後
日
お
知
ら
せ
し
ま
す
）。

㈱
中
山
町
振
興
公
社
か
ら

※
お
申
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
（
株
）
中
山
町
振
興
公
社

　
　
　
　
　
　
　
☎
６
６
２
‐
５
７
７
７

～　
③
町
勤
労
文
化
セ
ン
タ
ー
集
会
室
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事 業 名 日　時 場　所 対　象　者　等

母子手帳交付
保健福祉
センター

予防接種相談会

母子手帳を交付し健康相談を行います。
●持ち物　印かん、妊娠届出書

２/12（水）
９：00～10：00

２/12（水）
10：30～11：30 予防接種についての相談を行います。

日本脳炎の申込みを受付けます 平成26年３月に接種希望の方

●申込期間　２月１日（土）～２月10日（月）
●対　　象　日本脳炎１期（初回・追加）…平成７年４月２日～平成19年４月１日生まれで未接種の方
　　　　　　日本脳炎２期…平成７年４月２日～平成８年４月１日生まれで１期終了後５年以上経過の方
●申込方法　①50円切手を貼って投函
　　　　　　②保健福祉センター窓口へ来所
　　　　　　　（土・日曜日、祝日、業務時間外は保健福祉センター郵便受けに入れてください）
　　　　　　③役場総合窓口へ来所
　　　　　　　（火・木曜日は午後７時まで可能です）

保健福祉
センター
２階会議室

２月の日曜当番医

２月 ９ 日（日）午前９時～正午
２月 23 日（日）午前９時～正午

服部内科胃腸科医院
秋葉医院

☎６６２ -２２７２
☎６６３ -１０００

※ＢＣＧ、三種混合、日本脳炎（３歳４歳）、麻しん風しん１期・２期、不活化ポリオワクチン、４種混合、ヒブワクチン、
小児用肺炎球菌ワクチンは町内医療機関に直接申し込んでください （ただし、町外医療機関希望の場合は健
康福祉課健康づくりＧに申し込み票をお届けください。接種券を郵送しますので届いたら医療機関に予約をい
れてください）。

パパママ教室 ２/13（木）
９：30集合

人も車も「しっかり止まって　はっきり確認」
●雪道では転倒しないように気を付け、滑りにくい靴を選びましょう。
●歩道または右側を歩き、走ってくる車の動きを常に確認しましょう。
●道路を渡るときは左右確認し、渡っている間も車が来ないか確かめましょう。

歩 行 者

交通事故が多発しています!!

運 転 者

●ぼんやり運転はせず、運転に集中しましょう。
●気持ち・時間に余裕をもって出かけましょう。
●車間距離は十分にとり、スピードを控え、やさしい運転を心がけましょう。

※日曜・祝日・年末年始の急病時は、山形市休日夜間診療所（山形市香澄町２‐９‐３９ ☎６３５‐９９５５）
も利用できます。

平成26年４月～６月に出産予定の方（ご主人も一
緒に参加できます）。
希望される方は２月５日（水）までに健康福祉課
健康づくりグループに申込んでください。
●持ち物　母子手帳、筆記用具、エプロン、米80ｇ／人

保健カレンダー ※保健事業に関するお問い合わせ先
健康福祉課　健康づくりＧ　☎６６２−２８３６
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